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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 座洲 

発生日時 平成２６年９月１５日 ０８時１５分ごろ 

発生場所 関門港若松第１区の浅所 

 二
ふた

島
じま

信号所から真方位０８０°９７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５３.１′ 東経１３０°４７.２′） 

インシデントの概要  作業船第十八祐
ゆう

真
しん

丸は、航行中、座洲した。 

 本船に損傷はなかった。 

インシデント調査の経過 平成２６年１０月３０日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

作業船 第十八祐真丸、１９トン 

 ２９５－３７０３３宮崎、株式会社カープコーポレーション 

 １４.９８ｍ（Lr）×５.１０ｍ×１.７２ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、６６１.９６kＷ（合計）、平成７年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２５年１２月２７日 

  免許証交付日 平成２６年１月７日 

       （平成３１年１月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約０.６ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長１人が乗り組み、回航業者１人を乗せ、関門港若松第

１区二島ふ頭南東方沖の奥
おく

洞
どう

海
かい

航路を約２～３ノットの対地速力で、

手動操舵により本船の引渡予定地である同第１区の若松高架鉄道桟橋

（以下「本件桟橋」という。）に向けて東北東進していた。 

本船は、船長が、本件桟橋にいる買船業者から、本船の航行してい

る付近は浅いので、本件桟橋の南方沖に設置された緑色灯浮標の東方

沖を回って来るように指示を受けており、左舷方に緑色灯浮標１基を

視認したので、同灯浮標の東方沖に向けて左転したところ、平成２６
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年９月１５日０８時１５分ごろ、本船の行きあしが止まった。 

船長は、機関を前進及び後進へ操作したものの、本船が動かず、乗

り揚げたことを確認したので、買船業者を通じて海上保安庁に本イン

シデントの発生を通報し、潮が満ちて船体が浮上するまで機関を停止

して待機することとした。 

本船は、０９時００分ごろ浅所を離れ、本件桟橋に着桟して損傷状

況を調査したが、損傷はなかった。 

（付図１ インシデント発生経過概略図、写真１ 本船の全景 参

照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約２.２ｍであった。 

海図Ｗ１２６５（若松接続図）によれば、二島ふ頭の南東岸から東

方沖にかけて、干出浜（泥）が存在している。 

船長は、回航計画の打合せを行った際、本件桟橋付近の浅所の存在

及び緑色灯浮標２基が、設置されているとの情報を得ていたが、本イ

ンシデント当時、同情報を失念しており、本件桟橋付近の水路状況を

把握していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、奥洞海航路を本件桟橋に向けて東北東進中、船長が、本件

桟橋付近の水路情報を把握していなかったことから、視認した緑色灯

浮標を本件桟橋南方沖の同灯浮標と思い、その緑色灯浮標の東方に向

けて左転したところ、座洲したものと考えられる。 

船長は、回航計画の打合せを行った際、本件桟橋付近の浅所の存在

及び緑色灯浮標２基が設置されており、本件桟橋の南方沖に設置され

た緑色灯浮標の東方沖を回って来るようにとの水路情報を得ていた

が、本インシデント当時、緑色灯浮標の情報を失念していたものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、奥洞海航路を本件桟橋に向けて東北東

進中、船長が、本件桟橋付近の水路情報を把握していなかったため、

視認した緑色灯浮標を本件桟橋南方沖の同灯浮標と思い、その緑色灯

浮標の東方に向けて左転し、座洲したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海図や水路誌により、障害物や目標となる物標の情報を収集し、

安全に航行できる船首目標、避険線等の設定を行うこと。 

 

 



 

 

付図１ インシデント発生経過概略図 

 

 

 

 

 

二島信号所 

本船の進路 

緑色灯浮標 × 

インシデント発生場所 

（平成２６年９月１５日 ０８時１５分ごろ発生） 
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写真１ 本船の全景 

 


